
 

 

茨木市大規模・中規模小売店舗立地検討委員会設置要綱 

 

 

 茨木市大規模・中規模小売店舗出店問題協議会設置要綱（平成17年６月27日実施）の

全部を改正する。 

 

 

  （設置） 

第１ 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。第２において「法」という。）第

２条第１項に規定する店舗面積が1,000平方メートル超の大規模小売店舗及び茨木市中

規模小売店舗出店指導要綱（平成19年４月１日実施）第２に規定する店舗面積が500平

方メートル以上1,000平方メートル以下の中規模小売店舗の新設及び届出事項の変更

（第２において「新設等」という。）に伴う周辺地域の生活環境の保持に関する諸問

題について、必要な協議を行うため、茨木市大規模・中規模小売店舗立地検討委員会

（以下「委員会」という。）を設置する。 

  （所掌事務） 

第２ 委員会は、次に掲げる事項について協議する。 

 (1) 大規模小売店舗及び中規模小売店舗の新設等に係る庁内関係各課間の連絡調整及

び意見集約に関すること。 

 (2) 法第８条第４項に規定する意見に関すること。 

 (3) 法第９条第１項に規定する勧告に関すること。 

 (4) その他法及び茨木市中規模小売店舗出店指導要綱の運用に関すること。 

 （組織） 

第３ 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。 

２ 委員長はくらし産業環境部担当副市長の職にある者を、副委員長は他の副市長の職

にある者をもって充てる。 

３ 委員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。 

 （会長等） 

第４ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

  （会議） 

第５ 会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴

くことができる。 



 

 

 （幹事会の設置） 

第６ 委員会に、第２に規定する事項の協議及び調整を行うため、幹事会を置く。 

２ 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事で組織する。 

３ 幹事長はくらし産業環境部長の職にある者を、副幹事長は産業振興課長の職にある

者をもって充てる。 

４ 幹事は、別表第２に掲げる職にある者をもって充てる。 

５ 幹事長は、幹事会を代表し、会務を総理する。 

６ 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

７ 会議は、幹事長が招集し、その議長となる。 

８  幹事長は、大規模小売店舗の交通に係る事項についての協議及び調整を行うときは、

大阪府茨木警察署交通課長の職にある者の会議への出席を求めるものとする。 

９ 前項に規定するときのほか、幹事長が必要と認めたときは、幹事以外の者を会議に

出席させ、説明又は意見を聴くことができる。 

 （大規模小売店舗立地審議会の意見） 

第７ 委員会は、大規模小売店舗の新設等に係る周辺地域の生活環境の保持に関して、

茨木市附属機関設置条例（平成25年茨木市条例第５号）第２条の規定により設置され

た茨木市大規模小売店舗立地審議会から専門的な意見を聴くものとする。 

  （庶務） 

第８ 委員会の庶務は、くらし産業環境部において処理する。 

  （その他） 

第９ この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が別に

定める。 

 

 

附 則 

 この要綱は、平成19年４月１日から実施する。 

附 則 

  この要綱は、平成20年７月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、平成22年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成23年１月１日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は、平成25年４月１日から実施する。 



 

 

附 則 

 この要綱は、平成27年４月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、平成27年12月16日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、平成29年４月１日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は、令和元年５月10日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年３月28日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から実施する。 

 

 

別表第１ 

 危機管理監 企画財政部長 くらし産業環境部長 都市活力部長 建設部長 

消防長 教育委員会学校教育部長 

 

 

 

別表第２ 

 危機管理課長  政策企画課長 産業振興課長  環境政策課長 環境保全課長 

環境事業課長 都市政策課長 審査指導課長 建設管理課長 交通政策課長 

公園緑地課長 消防本部予防課長 教育委員会学校教育推進課長 

 

 


